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に
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に
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、
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紙
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を
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衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
北
部
訓
練
場
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
現
場
へ
の
陸
上
自
衛
隊
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
重
機
搬

入
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

北
部
訓
練
場
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
着
陸
帯
の
移
設
工
事
に
つ
い
て
は
、
当
該
工
事
に
反
対
す
る
人
々
に
よ
っ
て
、
国
の
所
有

地
で
あ
る
進
入
路
等
に
お
け
る
車
両
の
駐
車
、
テ
ン
ト
等
の
設
置
等
の
妨
害
行
為
が
行
わ
れ
、
陸
路
に
よ
る
資
機
材
の
運
搬

が
困
難
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
安
全
か
つ
円
滑
に
工
事
を
実
施
す
る
た
め
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
資
機
材
の
運
搬
を

実
施
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
当
た
っ
て
、
一
部
の
機
材
に
つ
い
て
は
、
そ
の
重
量
の
制
約
上
、
民
間
事
業
者
の
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
に
よ
る
運
搬
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
衛
隊
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
り
当
該
機
材
を
運
搬
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
所
掌
事
務
の
遂

行
に
必
要
な
も
の
と
し
て
防
衛
大
臣
の
命
令
に
よ
り
実
施
し
た
も
の
で
あ
り
、
便
宜
供
与
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
当
該
運
搬
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
、
他
の
様
々
な
活
動
に
係
る
経
費
と
区
分
し
て
把
握
し
て
お
ら

ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。


